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Ⅰ 政務調査費の概要

１ 制度の目的

地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大する中

で、地方議会が担う役割は、ますます重要なものとなっています。

このような中にあって、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化して

いくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地

方自治法によって、政務調査費交付制度が設けられました。

２ 政務調査費とは

政務調査費は、地方自治法第１００条第１３項、第１４項及び宮崎県政務調査費の交

付に関する条例（以下「条例」という。）の規定に基づき、宮崎県議会議員（以下「議員」と

いう。）の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。（条例第１

条）

したがって、交付された政務調査費は、別に定める使途基準に沿って、調査研究活動

に要する経費に対して適切に充当されるべきものであり、これ以外の経費に使用すること

は認められていません。（条例第９条）

３ 政務調査費交付の根拠となる法律、条例等

議員に対する政務調査費の交付にあたっての根拠は、次の法律、条例、規程等となっ

ています。

＊ 地方自治法（第１００条第１３項・第１４項）

＊ 宮崎県政務調査費の交付に関する条例

＊ 宮崎県政務調査費の交付に関する規程（以下「規程」という。）

＊ 宮崎県政務調査費の交付に関する規程第１０条第２項及び第３項の規定に基づ

く収支報告書等の閲覧に関する要綱
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４ 交付制度の概要

政務調査費の交付制度の概要は、以下のとおりです。

交 付 対 象
宮崎県議会の会派（所属議員が１人の場合を含む。）及び議員

（条例第２条）

交 付 月 額
会派 月額１０万円（所属議員１人当たり）×所属議員数

（条例第３条）

議員 月額２０万円（条例第４条）

交 付 方 法 四半期毎（条例第８条）

使 途
使途基準に従い使用しなければならない。

（条例第９条、規程第６条）

①会派の代表者及び議員は、収支報告書を、年度終了日の翌

日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

（条例第１０条第１項）

②会派の代表者は、会派が消滅した場合には、会派が消滅した

日の属する月までの収支報告書を、消滅した日の翌日から起

算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

収 支 報 告 書 等 （条例第１０条第２項）

③議員は、任期満了、辞職等により議員でなくなった場合には、

議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でな

くなった日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなけ

ればならない。（条例第１０条第３項）

④収支報告書には、全ての支出に係る領収書その他の証拠書類

の写しを添付しなければならない。（条例第１０条第４項）

議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書が提

調 査 出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

（条例第１１条）

政務調査費の返還
知事は、会派又は議員が交付を受けた額に残余が生じた場合に

は返還を命じるものとする。（条例第１２条）

会派の政務調査費経理責任者及び議員は会計帳簿を調製し支

証拠書類等の整理保管 出の内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これ

らの書類を５年間保存しなければならない。（規程第９条）

①何人も、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

収支報告書等の閲覧 （条例第１３条第２項）

②宮崎県議会情報公開条例第７条の不開示情報を除き、閲覧に

供する。（条例第１３条第３項）
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Ⅱ 交付制度の詳細

１ 交付対象と交付額

(1) 会派

会派への交付月額は、１０万円に会派の所属議員数を乗じた額です。（条例第３条第１

項）

会派の所属議員の数は、月の初日における数です。（条例第３条第２項）

月の途中において、次の事由が発生した場合でも、その月の政務調査費の交付には、

何ら影響はありません。（条例第３条第３項）

・ 議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若し

くは除名又は議会の解散があった場合

・ １つの会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合

(2) 議員

議員への交付月額は、２０万円で、月の初日に在職する議員に交付します。（条例第４条

第１項）

月の途中において、任期満了、辞職等により議員でなくなった場合でも、その月の政務

調査費の交付には、何ら影響はありません。（条例第４条第２項）

２ 交付方法等

(1) 会派

① 通常の場合

・ 毎年度当初に、交付権者である知事（以下「知事」という。）による政務調査費の交

付決定（年間額）が行われます。（条例第７条）

・ 交付決定の後、毎四半期の最初の月（４月、７月、１０月、１月）の１０日までに請求

書を提出していただき、速やかに指定された口座に振り込むこととされています。

なお、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が

属する月までの月数分を請求することになります。（条例第８条第１項、第２項）

② 一四半期の途中において、新たに会派が結成された場合

・ 会派結成届が提出された日の属する月の翌月（提出日が月の初日の場合には当

月）分以降の政務調査費を交付します。（条例第８条第３項）

③ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合

・ 会派に既に交付した政務調査費については、その異動が生じた日の属する月の翌

月（異動日が月の初日の場合は当月）分から調整します。（条例第８条第４項）

④ 一四半期の途中において、会派が消滅した場合

・ 会派が消滅した日の属する月の翌月（消滅日が月の初日の場合は当月）分以降の

政務調査費を速やかに返還しなければなりません。（条例第８条第５項）



- 4 -

(2) 議員

① 通常の場合

・ 毎年度当初に、交付権者である知事による政務調査費の交付決定（年間額）が行

われます。（条例第７条）

・ 交付決定の後、毎四半期の最初の月（４月、７月、１０月、１月）の１０日までに請求

書を提出していただき、速やかに指定された口座に振り込むこととされています。

なお、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が

属する月までの月数分を請求することになります。（条例第８条第１項、第２項）

② 一四半期の途中において、新たに議員となった場合

・ 任用開始の日の属する月の翌月（任期開始の日が月の初日の場合には当月）分以

降の政務調査費を交付します。（条例第８条第３項）

③ 一四半期の途中において、議員でなくなった場合

・ 議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は当月）分以降の

政務調査費を速やかに返還しなければなりません。（条例第８条第６項）
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【参考】 政務調査費事務手続の基本の流れ

①会派等の通知（条例第６条、規程第３条、規程別記様式第４号）

会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について、議長

が知事に通知します。

②政務調査費の交付決定（条例第７条）

知事が交付決定を行い、交付決定額を会派の代表者及び議員に通知します。

③政務調査費請求書の提出（条例第８条、規程第５条、規程別記様式第５・６号）

毎四半期の最初の月(４月、７月、１０月、１月)の１０日までに知事に提出します。

④交付（条例第８条）

会派及び議員の指定する口座に政務調査費が振り込まれます。

⑤収支報告書の議長への提出（条例第１０条、条例別記様式第１・２号）

当該年度の政務調査費に係る収支報告書（全ての支出に係る領収書その他の

証拠書類の写しを添付）を年度終了後の翌日から起算して３０日以内に議長に提出

します。

⑥議長から知事への送付（規程第８条）

議長は提出された収支報告書等の写しを知事に送付します。

⑦残余金の返還（条例第１２条）

交付を受けた年度の政務調査費に残余額がある場合は、知事が発行する返納

通知書により速やかに知事に返還します。
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３ その他の諸手続

(1) 振込口座の届出

・ 初めて政務調査費の交付を受けることとなった場合や、その後に既に振り込みを受

けている口座を変更する場合には、速やかに所定の様式により知事に届け出てくださ

い。

なお、振り込みを受ける口座は、政務調査費の収支を明確にする上からも、政務調

査費の専用の口座とすることが適切であると考えます。

(2) 会派を結成した場合

・ 議員が会派を結成し、会派に係る政務調査費の交付を受けようとする場合は、代表

者及び政務調査費経理責任者を定め、代表者は議長に会派結成届（条例第５条、規

程第２条、規程別記様式第１号）を提出しなければなりません。

(3) 会派結成届に異動が生じた場合

・ 会派結成届の内容（会派の名称、代表者の氏名、政務調査費経理責任者の氏名、

所属議員数など）に異動が生じた場合は、会派異動届（条例第５条、規程第２条、規

程別記様式第２号）を提出しなければなりません。

(4) 会派を解散した場合

・ 会派を解散した場合には、その代表者は会派解散届（条例第５条、規程第２条、規

程別記様式第３号）を提出しなければなりません。

・ 会派の代表者は、会派が消滅した日の属する月までの収支報告書（条例第１０条、

条例別記様式第１号）を議長に提出しなければなりません。

なお、会派が解散等により消滅した場合にあっても、政務調査費経理責任者であっ

た者が、証拠書類等を収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過

する日まで保存しなければなりません。（規程第９条）

(5) 議員が任期満了、辞職等により議員でなくなった場合

・ 議員は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書（条例第１０条、条例別

記様式第２号）を議長に提出しなければなりません。

なお、議員でなくなった場合にあっても、当該議員であった者は、証拠書類等を収

支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなけれ

ばなりません。（規程第９条）
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４ 使途基準

政務調査費は、「会派」と「議員」の区分に応じて使途基準が定められています。（条例

第９条、規程第６条）

会派と議員の使途基準の項目は、ほぼ共通する内容となっていますが、議員について

は、「事務所費」の項目があり、事務所の賃借料や管理運営費に支出することが認められ

ています。

また、使途基準の内容欄に記載されている（ ）内の経費は例示ですので、（ ）内に

掲げる経費以外についても、実際に調査研究活動に要した経費として支出することがで

きます。

(1) 会 派：規程別表第１（第６条関係）

項 目 内 容

調査研究費 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調
査委託に要する経費
（調査委託費、交通費、宿泊費等）

研 修 費 会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が
開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員
の参加に要する経費
（会場費・機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等）

会 議 費 会派における各種会議に要する経費
（会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等）

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
（印刷・製本代、原稿料等）

資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する
経費
（書籍購入代、新聞雑誌購読料等）

広 報 費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要す
る経費
（広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等）

事 務 費 会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費
（事務用品・備品購入費、通信費等）

人 件 費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
（給料、手当、社会保険料、賃金等）

※ （ ）内は例示
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(2) 議 員：規程別表第２（第６条関係）

項 目 内 容

調査研究費 議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調
査委託に要する経費
（調査委託費、交通費、宿泊費等）

研 修 費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用す
る秘書等の参加に要する経費
（会費、交通費、宿泊費等）

会 議 費 議員が行う地域住民の県政に関する要望、意見を聴取するための
各種会議に要する経費
（会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等）

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
（印刷・製本代、原稿料等）

資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する
経費
（書籍購入代、新聞雑誌購読料等）

広 報 費 議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要す
る経費
（広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等）

事 務 所 費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に
要する経費
（事務所の賃借料、管理運営費等）

事 務 費 議員が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費
（事務用品・備品購入費、通信費等）

人 件 費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
（給料、手当、社会保険料、賃金等）

※ （ ）内は例示
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５ 政務調査費の充当が不適当な経費（参考事例）

(1) 政党活動経費

・ 党大会への出席

・ 政党活動、県連（政党等）活動

・ 政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の「印刷」「発送料」

・ 政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を含む）

・ 党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費等

・ 会派の役員経費

(2) 選挙活動経費

・ 衆・参議院選挙等に当たっての各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成

・ 選挙関係に係る経費、選挙活動費

(3) 後援会活動経費

・ 後援会活動のための経費

・ 後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の「印刷」「発送料」

・ 後援会主催の「県政報告会等」の開催経費

(4) 私的経費

・ 慶弔餞別費等（病気見舞い、香典、祝金、餞別、寸志、中元、歳暮等の費用、

慶弔電報、年賀状の購入または印刷等の経費）

・ 冠婚葬祭の出席（葬儀、祝賀会、結婚式、祭り）

・ 宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り）

・ 観光、レクリエーション、私用用務等による旅行

・ 親睦会、レクリェーション等のための経費

・ 議員個人の私的目的のために使用する経費（議員個人の生活費）

(5) その他適当でない経費

・ 挨拶、会食やテープカットだけの出席

（ＪＡ、漁協、土地改良区及び森林組合の総会の挨拶だけの出席）

（町内会、老人クラブ、青年団、壮年会及び婦人会の新年会の会食だけの出席）

（県有施設及び県道の起工式、竣工式の出席）

・ 飲食を主目的とする懇談会

・ 議員が他の団体の役職を兼ねていて、その団体の理事会、役員会や総会の出席

・ 公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食その他、法令等の制限に

抵触する事項

【参考】 公職選挙法（第１９９条の２：寄付行為の禁止）

寄附に該当する経費（お茶及びお茶受けを超える飲食の提供、講演会等

の集会における食事の提供）
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Ⅲ 政務調査費の基本指針

本県においては、条例の規定により、政務調査費が「会派及び議員」に対して交付されてい

ることから、会派に交付されている政務調査費を充当することができる調査研究活動は、会派

が行う調査研究であり、議員に交付されている政務調査費を充当することができる調査研究活

動は、議員個人が行う調査研究です。

したがって、会派に交付されている政務調査費を議員個人が行う調査研究活動に充当した

り、議員に交付されている政務調査費を会派が行う調査研究活動に充当したりすることはでき

ません。

また、会派に交付されている政務調査費について、会派が計画し実施する調査研究活動を

所属議員に分担させるため、会派から議員に対し、それに必要な経費を支弁することはあり得

るものと考えられます。この場合、会派から経費の支弁を受けた議員においては、当該経費に

係る収支について会派に報告し、使用残額は会派に返還する必要があります。会派は、会派

に係る政務調査費として、その収支内容を明確にしておく必要があります。

なお、会派に交付されている政務調査費を一律に議員個人に配分することはできません。
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Ⅳ 使途基準の運用指針

１ 実費弁償の原則

調査研究活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づいて行われるものであることか

ら、政務調査費は、社会通念上妥当と考えられる範囲であることを前提とした上で、調査研

究活動に要した費用の実費に充当（実費弁償）することが原則です。

ただし、調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費（燃料代）については、実

費の把握が困難であること等から、一定の基準（定額）で充当できます。

２ 充当の範囲

・ 政務調査費の充当の範囲は、調査研究に直接必要とする経費に限られ、たとえ調査研

究に使用する場合であっても、議員の私的財産の形成等につながるものには充当できませ

ん。

・ 政務調査費は、年度を越えて使用することはできませんので、必ず当該年度の調査研究

活動に要する経費に充ててください。

・ 本会議や委員会用務等の公務については、費用弁償が支給されますので、これに係る

経費（委員会視察の旅費等）に政務調査費を充当することはできません。

３ 按分による支出

(1) 考え方

会派又は議員の活動は、議会活動、政党活動、選挙活動等と多彩であり、一つの活動

が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となっていることが通例です。

このことから、活動に要した費用の全額に政務調査費を充当することが不適当な場合に

あっては、合理的な方法により按分処理するなど、按分割合の積算根拠を明確にしておく

必要があります。

(2) 按分の方法（例）

按分割合の算定は、次に示す考え方を参考としてください。

① 使用面積による按分例（事務所経費）

調査研究活動占有面積（△△△㎡）
＝ 按分割合

建物全体面積（○○○㎡）

② 活動実績割合等による按分例（事務所経費、事務費、人件費等）

調査研究活動（Ａ%）
＝ 按分割合

調査研究活動（A % ）＋議員（後援会等）活動（ B % ）＋政党・政治団体活動（C % ）＋その他活動（D %）

(3) 按分割合が明確でない場合

２分の１を超える充当は、合理的な理由がない限り適切でないと考えられます。
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４ 使途項目ごとの活動例

（１）会派

項 目 内 容 活 動 例

調査研究費 会派が行う県の事務及び地方 ◎会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託

行財政に関する調査研究並び ◇県内外における現地調査（海外調査を含む。）

に調査委託に要する経費 （研究所の視察、住民からの被災状況聴取、先進他府県の現地調査）

◇県政に関する執行部との意見交換（費用弁償支給日を除く。）

調査委託費、交通費、 ◇政策研究会等の運営

宿泊費等 ◇国等からの説明聴取及び要望活動

◇国・県・市町村・各種団体が主催する会議等への参加（意見交換を伴うもの

に限る。）

◇住民へのアンケート調査

◇他の機関等への調査委託

交通費、宿泊費、調査先での会議開催経費、調査報告書作成費、

郵送料、政策研究会運営経費、調査委託費 等

（注） 公務の際に、政務調査のための現地調査等もあわせて行う場合には、公

務の部分と政務調査の部分が、時間的、場所的、経費的に重複することなく

明確に区分することが必要です。

【会派内の議員、グループへの調査研究の委託について】

会派内の議員、グループは、会派から調査委託を受けた場合には、その

委託を受けた調査研究を実施するために必要な経費を、使途基準に沿っ

て支出することができます。

なお、会派から支給された調査委託費は、実費精算する必要があり、利

得を得ることの無いように注意が必要です。議員、グループは調査研究活

動に要した費用を証拠書類等を添付して会派に報告しなければなりませ

ん。

研 修 費 会派が行う研修会、講演会の ◎会派が行う研修会、講演会の開催並びに所属議員及び会派の雇用する職員

実施に必要な経費並びに他団 の研修会、講演会への参加

体が開催する研修会、講演会 ◇県政セミナーの開催

等への所属議員及び会派の雇 ◇研修会への所属議員の派遣

用する職員の参加に要する経

費 研修会等開催経費（会場費、機材借り上げ費、資料印刷費、講師謝金、

会議用茶菓代等）、交通費、宿泊費、会費、参加負担金 等

会場費・機材借り上げ費、

講師謝金、会費、交通費、

宿泊費等

会 議 費 会派における各種会議に要す ◎会派が行う各種会議の開催

る経費 ◇定例会提出予定議案の事前レクチャー、定例会質疑分担協議

◇特定政策課題に係るプロジェクト会議の開催

◇政策審議会、県政懇談会の開催

会場費・機材借り上げ費、

資料印刷費等 会議開催経費（会場費、機材借り上げ費、資料印刷費、講師謝金、

会議用茶菓代等）、交通費、宿泊費 等

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料 ◎会派が行う議会審議に必要な資料の作成

を作成するために要する経費 ◇定例会質疑参考資料集の作成

◇当初予算に関する資料集の作成

印刷・製本代、原稿料等 （他の使途項目に計上した資料作成経費は含まない。）

印刷・製本代、原稿料、資料作成委託費 等
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項 目 内 容 活 動 例

資料購入費 会派が行う調査研究のために ◎会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入

必要な図書・資料等の購入に ◇業界専門誌の購読

要する経費 ◇専門図書の購入

書籍購入代、新聞雑誌購 資料購入費、購読料 等

読料等

広 報 費 会派が行う議会活動及び県政 ◎会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動

に関する政策等の広報活動に （県民の意見を議会活動に反映させることを目的として実施するもの）

要する経費 ※ 県政の現状や問題点を住民に知らせ、住民の意見や要望を引き出す手

段、例えば、広報に“意見をお寄せ下さい”等を書いておくことが適当です。

広報誌・報告書等印刷費、 ◇会派広報誌の発行

送料、交通費等 ◇会派の方針をＰＲするリーフレットの作成及び頒布

◇ホームページを用いた広報活動

編集企画費、広報誌等印刷製本費、ホームページ作成・更新委託経費、

郵送料、交通費 等

（注） 政党及び後援会の広報（会報、広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷代、送

料等）、あるいは、選挙活動に係る広報、ビラの作成等の経費は該当しませ

ん。

事 務 費 会派が行う調査研究にかかる ◎会派が行う調査研究に係る事務遂行のための備品購入、リース等（一つの事

事務遂行に必要な経費 業経費に属さないものを計上する。）

◇事務用品の購入、コピー代、事務機器の修理代、燃料代

事務用品・備品購入費、 ◇事務用機器（パソコン等）、机、椅子の購入

通信費等 ◇コピー機、ファクシミリ、自動車のリース

◇電話料、インターネット使用料、郵送料

事務用品・事務用機器購入、電話料、インターネット接続料、郵送料、

自動車のリース料、自動車のガソリン代、駐車場使用料、交通費 等

（注１） 自動車の購入費及び修繕、車検、保険料等の維持管理経費は対象経

費とは認められません。

（注２） 政務調査に関する経費の支出額を計上するものですが、政務調査以外

の活動でも使用している場合には、使用実態等により按分して政務調査

費を計上する必要があります。

人 件 費 会派が行う調査研究を補助す ◎会派が行う調査研究を補助する職員の雇用

る職員を雇用する経費 ◇政務調査活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用

給料、手当、社会保険料、 常時雇用職員の給与、各種手当及び社会保険料、

賃金等 臨時雇用職員の賃金及び社会保険料

（注） 補助職員を調査研究活動以外の事務に従事させた場合には、それぞれ

の事務に従事した割合を明確にし、政務調査費により支出する人件費の額

はその割合以内とする必要があります。
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（２）議員

項 目 内 容 活 動 例

調査研究費 議員が行う県の事務及び地方 ◎議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託

行財政に関する調査研究並び ◇県内外における現地調査（海外調査を含む。）

に調査委託に要する経費 （研究所の視察、住民からの被災状況聴取、先進他府県の現地調査）

◇県政に関する執行部との意見交換（費用弁償支給日を除く。）

調査委託費、交通費、 ◇各種議員連盟（政策の勉強や提言を目的とするものに限る。）活動及び政策

宿泊費等 研究会等の運営

◇国等からの説明聴取及び要望活動

◇国・県・市町村・各種団体が主催する会議等への参加（意見交換を伴うもの

に限る。）

◇住民へのアンケート調査

◇他の機関等への調査委託

交通費、宿泊費、調査先での会議開催経費、調査報告書作成費、

郵送料、議員連盟会費、調査委託費 等

（注） 公務の際に、政務調査のための現地調査等もあわせて行う場合には、公

務の部分と政務調査の部分が、時間的、場所的、経費的に重複することなく

明確に区分することが必要です。

研 修 費 団体等が開催する研修会、講 ◎団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の

演会等への議員及び議員の雇 参加

用する秘書等の参加に要する ◇政経懇談会への議員の参加

経費 ◇研修会への秘書の派遣

会費、交通費、宿泊費等 交通費、宿泊費、会費、参加負担金 等

会 議 費 議員が行う地域住民の県政に ◎議員が行う地域住民の県政に関する要望、意見等を聴取するための各種会

関する要望、意見を聴取する 議の開催

ための各種会議に要する経費 ◇県政報告会の開催

◇各種機関・団体等との意見交換会の開催

会場費・機材借り上げ費、

資料印刷費等 会議開催経費（会場費、機材借り上げ費、資料印刷費、講師謝金、

会議用茶菓代等）、交通費、宿泊費 等

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料 ◎議員が行う議会審議に必要な資料の作成

を作成するために要する経費 ◇定例会質疑参考資料集の作成

◇当初予算に関する資料集の作成

印刷・製本代、原稿料等 （他の使途項目に計上した資料作成経費は含まない。）

印刷・製本代、原稿料、資料作成委託費 等

資料購入費 議員が行う調査研究のために ◎議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入

必要な図書・資料等の購入に ◇業界専門誌の購読

要する経費 ◇専門図書の購入

（資料を購入する経費はすべてここに計上する。）

書籍購入代、新聞雑誌購

読料等 資料購入費、購読料 等
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項 目 内 容 活 動 例

広 報 費 議員が行う議会活動及び県政 ◎議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動

に関する政策等の広報活動に （県民の意見を議会活動に反映させることを目的として実施するもの）

要する経費 ※ 県政の現状や問題点を住民に知らせ、住民の意見や要望を引き出す手

段、例えば、広報に“意見をお寄せ下さい”等を書いておくことが適当です。

広報誌等印刷費、送料、 ◇県政だよりの作成及び頒布

交通費等 ◇政策パンフレットの作成及び頒布

◇ホームページの作成・更新

編集企画費、広報誌等印刷製本費、ホームページ作成・更新委託経費、

郵送料、交通費 等

（注） 政党及び後援会の広報（会報、広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷代、送

料等）、あるいは、選挙活動に係る広報、ビラの作成等の経費は該当しませ

ん。

事 務 所 費 議員が行う調査研究活動のた ◎議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理

めに必要な事務所の設置、管 ◇事務所の賃借

理に要する経費 ◇事務所専用回線の敷設

◇電気、ガス、水道の使用

事務所の賃借料、管理運

営費等 事務所賃借料、管理運営費（光熱水費） 等

事 務 費 議員が行う調査研究にかかる ◎議員が行う調査研究に係る事務遂行のための備品購入、リース等（一つの事

事務遂行に必要な経費 業経費に属さないものを計上する。）

◇事務用品の購入、コピー代、事務機器の修理代、燃料代

事務用品・備品購入費、 ◇事務用機器（パソコン等）、机、椅子の購入

通信費等 ◇コピー機、ファクシミリ、自動車のリース

◇電話料、インターネット使用料、郵送料

事務用品・事務用機器購入、電話料、インターネット接続料、郵送料、

自動車のリース料、自動車のガソリン代、駐車場使用料、交通費 等

（注１） 自動車の購入費及び修繕、車検、保険料等の維持管理経費は対象経

費とは認められません。

（注２） 政務調査に関する経費の支出額を計上するものですが、政務調査以外

の活動でも使用している場合には、使用実態等により按分して政務調査

費を計上する必要があります。

人 件 費 議員が行う調査研究を補助す ◎議員が行う調査研究を補助する職員の雇用

る職員を雇用する経費 ◇政務調査活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用

給料、手当、社会保険料、 常時雇用職員の給与、各種手当及び社会保険料、

賃金等 臨時雇用職員の賃金及び社会保険料

（注） 補助職員を調査研究活動以外の事務に従事させた場合には、それぞれ

の事務に従事した割合を明確にし、政務調査費により支出する人件費の額

はその割合以内とする必要があります。
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５ 費目別の充当指針

費 目 内 容

交通費・宿泊費 (1) 交通費への充当

実費を充当することが原則です。

ただし、自家用車を調査研究活動に使用した際の交通費は、その算

出が困難なこと等から、燃料代の実費に代えて、距離を測り「１キロメー

トル当たり37円で計算した額」（県の旅費条例の規定による）とするが、

明らかでない場合には、燃料代の４分の１を充当することが可能です。

なお、距離による場合は、議員の実測によること、また、この支出は支

出証明書により議員が証明することとなります。

また、交通費に他の用務との重複部分があるときは、合理的な割合

で按分してください。

※ タクシー代金

タクシー代金への政務調査費の充当は、調査研究活動に当た

って、他に利用できる公共交通機関がないか、運行本数が少ない

場合、緊急の場合等、タクシーを利用する合理的な理由がある場

合に充当が可能です。

特に、飲食を伴う会合に出席した際のタクシー代金については、

社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、会合自

体が実質的な意見交換を中心としたものであり、飲食が調査研究

活動としての会合と一体性を持っている場合に限り充当が可能で

す。

したがって、親睦又は飲食を主たる目的とした会合に出席した

場合には充当できません。

ア ＪＲ、私鉄、バス、地下鉄、船舶 実費充当

［証拠書類］ 利用の際に徴した領収書又は旅行代理店を通じて手

配した場合等における当該店発行の領収書。領収書を

徴することが困難な場合は支出証明書で整理すること。

イ タクシー、駐車料金 実費充当

［証拠書類］ 利用の際に徴した領収書

ウ 航空機 実費充当

［証拠書類］ 航空賃が記載された搭乗券又は旅行代理店の領収

書

エ 自家用車 燃料代相当額充当

［証拠書類］ １キロメートル当たり37円で計算した額を燃料代相当

額として支出証明書で整理すること。明らかでない場合

は、燃料代の領収書（４分の１を充当）
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費 目 内 容

交通費・宿泊費 オ 高速道路料金 実費充当

（続き） ［証拠書類］ 領収書又はEＴＣの利用明細書

(2) 宿泊費への充当

実費を充当することが原則です。

ただし、社会通念上高額な宿泊費は望ましくありません。

宿泊費は、宿泊料金（室使用料）、朝、夕食代に充てるためのもので

すが、マッサージ、有料テレビ料金、客室冷蔵庫使用に伴う経費等に

は政務調査費は充当できません。

［証拠書類］ 宿泊施設が発行する明細の表示された領収書

会費(参加費） 会費（参加費）への政務調査費の充当に際しては、会費（参加費）の支

出対象である団体の活動内容や実態が調査研究活動に適うものである必

要があり、実質的な意見交換が中心である場合に充当が可能です。

［証拠書類］ 会議等の主催者が発行する領収書。領収書を徴すること

が困難な場合は支出証明書で整理すること。

(1) 懇談会等への出席に要する会費

調査研究活動に資する実質的な意見交換を目的とした会合に付随

する（連続する）懇談会であって、会費の額が明確に定められており、

その金額も社会通念上妥当な範囲のものである場合に限り充当が可能

です。

したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種団体の新年会等）の

会費、会派や議員間の懇談会等の会費へは政務調査費の充当はでき

ません。

(2) 政務調査費の充当が不適当な会費（参考事例）

・ 団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合、その団体に対

して納める年会費、月会費等

・ 個人の立場で加入している団体などに対する会費等

（例）

町内会費、公民館費、PTA会費、婦人会費、スポーツクラブ会費、

商工会費、同窓会費及び老人クラブ会費並びにライオンズクラブ、

ロータリークラブの会費等で、議員個人に本来帰属する会費

・ 政党（県連）本来の活動に伴う党大会費、党費、党大会賛助金等

・ 議会内の親睦団体の会費

・ 他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費

・ 宗教団体の会費

・ 冠婚葬祭の会費（結婚式の会費、祝賀会の会費、祭りの経費負担)

・ 親睦又は飲食を目的とする会合の会費

・ 意見交換を伴わない会合の会費
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費 目 内 容

食糧費 会議等における食糧費に政務調査費を充当する場合にあっては、公職

選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のものである

ことを前提とした上で、食糧費の支出自体が調査研究活動としての会議

等との一体性がある場合に限って充当が可能です。

［証拠書類］ 当該経費の領収書

(1) 政務調査費を充当できる経費

・ 調査研究活動として開催される昼（朝）食会等の経費

（意見交換会、識者を囲んでの研修会等で会派又は議員が開催す

るものに限る。）

・ 調査研究活動として開催される会合における、茶・茶菓等の経費

（意見交換会、識者を囲んでの研修会等で会派又は議員が開催す

るものに限る。）

(2) 政務調査費の充当が不適当な経費

・ 会派や議員間での懇談・懇親を目的とした会合に要する経費

・ 飲酒を伴う会合に要する経費

（調査研究活動の一環として開催されるものであっても飲酒を伴う会

合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする。）

※ 公職選挙法上の制限

意見交換会への参加者、研修会等に講師として招いた識者等に

食事、飲食を提供する場合にあっては、当該研修会等を会派又は

議員が主催するものであっても、議員の選挙区内にある者への食

事、飲食の提供は公職選挙法で禁止されている「寄付」にあたりま

す。

ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供

することは差し支えありません。

【公職選挙法第１９９条の２、１９９条の５】

広報費 会派又は議員が行う広報には、その内容に照らして大別すれば、①住

民の意見を聴取することを目的とするもの、②議会活動の成果等を報告

するものの２種類が考えられますが、調査研究活動という観点からは、住

民の意見を議会活動に反映させることを目的としているものであるか否か

を基本として判断する必要があります。

また、広報誌やホームページ等において、調査研究活動以外の活動

（政党活動や後援会活動等）に関する内容が含まれている場合には、記

事の割合など合理的な方法により当該経費（印刷費、送料、ホームページ

作成費等）を按分する必要があります。

［証拠書類］ 当該経費の領収書
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費 目 内 容

事務所経費 事務所経費への政務調査費の充当に当たっては、次のような「事務所」

としての要件を備えており、実際にそこが調査研究活動に使用されている

場合に充当が可能です。

なお、事務所が自己所有及び生計を一にしている親族の所有物件の

場合の賃借料には、政務調査費を充当することはできません。

また、事務所購入費に政務調査費を充当することはできません。

［証拠書類］ 当該経費の領収書

(1) 事務所の要件

ア 事務所としての外形上の形態を有していること（○○議員事務所等

の看板設置等）

イ 事務所としての機能（事務スペース、応接スペース、事務用備品

等）を有していること

ウ 賃貸の場合には、議員本人が契約者となっていること

(2) 事務所経費の按分方針

議員の活動は、調査研究活動と他の活動が渾然一体となっているこ

とから、事務所経費への政務調査費の充当に当たっては、各活動の実

績に応じて按分して充当する必要があります。

ただし、議員の活動は、個々に異なるため、一律の按分割合を示す

ことは不合理であることから、それぞれの議員の活動割合に応じた合理

的に説明可能な範囲で、按分率の積算根拠を明確にする必要がありま

す。

※ 事務所を後援会及び住居等と共用する場合

可能な限り事務所の賃貸借契約、電話、ガス、水道等の契約を

分離することが望ましいですが、手続的に困難な場合は、現に調査

研究活動に充てられている実態に応じて按分します。

(3) 事務所経費の按分方法

事務所経費における按分例は以下のとおりです。

ア 事務所の賃借料、光熱水費に係る按分率

（同一事務所を調査研究活動以外で使用し、かつ、建物に事務所以外の部

分がある場合）

調査研究活動（Ａ%）

調査研究活動（Ａ%）＋議員(後援会等)活動（Ｂ%）＋政党・政治団体活動（Ｃ%）＋その他活動(D%)

×事務所部分面積（ ㎡）／全体面積（ ㎡）
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費 目 内 容

事務所経費 イ 事務所の電話料金に係る按分率

（続き） （同一事務所を調査研究活動以外で使用している場合）

調査研究活動（Ａ%）

調査研究活動（Ａ%）＋議員(後援会等)活動（Ｂ%）＋政党・政治団体活動（Ｃ%）＋その他活動(D)

(4) 事務所経費への充当限度額

事務所経費は、高い按分率となった場合に、政務調査費からの支出

額が高額となることが予想されますので、２分の１を限度とします。

事務用品・備品 政務調査費は、原則的には調査研究活動に要する費用に充当するも

購入費、賃借 のであり、調査研究活動を行うための環境整備にまで充当することは適当

料 でありません。

このことから、備品・消耗品の購入に政務調査費を充当する場合にあっ

ては、調査研究活動に対する有用性が高く、調査研究活動に直接必要で

あると認められるものに限定するものとし、その購入価格についても、政務

調査費を充当する備品という観点から、常識的に判断する必要がありま

す。

なお、自動車の購入費及び維持管理経費 （車検代、保険料、自動車

重量税、修繕代等） は、対象経費として認められません。

［証拠書類］ 当該経費の領収書

(1) 事務機器等の購入

調査研究活動に直接必要と認められる事務機器等（パソコン、コピー

機等）の購入に政務調査費を充当することができます。

なお、後援会活動等と併用している場合は、その使用実態に応じて

按分する必要があります。

(2) 事務機器等リース料の按分方法

使用実績の割合（推計）により按分して充当する際の基準例は以下

のとおりです。

調査研究活動（Ａ%）

調査研究活動（Ａ%）＋議員(後援会等)活動（Ｂ%）＋政党・政治団体活動（Ｃ%）＋その他活動(D%)
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費 目 内 容

事務用品・備品 (3) 自動車のリース料

購入費、賃借 自動車のリースに係る経費は、政務調査活動に必要な場合で資産の

料 取得に当たらないものを対象とすることができます。

（続き）

＜経費計上の考え方＞

・ リース期間満了後または途中で、当該リース車両の所有権が、有

償、無償にかかわらず、会派（議員）側に移転することとされている

場合は、政務調査費の計上はできない。

・ 任意保険料は自己負担とする。

・ 政務調査費の計上額は、自動車の使用実態に応じて年間リース

料を按分する。ただし、２分の１を限度とする。

(4) 政務調査費の充当が不適当な備品等（参考事例）

・ 自動車

・ 絵画等の美術・装飾品

・ 冷蔵庫、エアコン、応接セット等の備品

・ 衣服 等

通信費 固定電話、携帯電話、ＦＡＸ、インターネットを調査研究活動に使用する

場合には、政務調査費を充当することができます。

なお、調査研究活動以外の活動にも使用している場合には、使用実態

等により按分して充当してください。

使用実態を合理的な方法によって区分することが困難である場合の充

当限度額（按分率の打切り上限）の基準は以下のとおりです。

・ 自宅固定電話料 ４分の１

・ 事務所固定電話料 ２分の１

・ 携帯電話料 ４分の１

・ ＦＡＸ使用料 ２分の１

・ インターネット使用料 ２分の１

また、会派での携帯電話の購入、使用について、政務調査費を充当す

る場合には、あくまで会派の政務調査活動を実施する名目が必要であり、

契約は会派が行ってください。

［証拠書類］ 当該経費の領収書

書籍購入費、 調査研究のために必要な書籍、雑誌等の購入、新聞等の購読料に充

新聞等購読料 当することができます。

なお、会派の所属議員の新聞及び情報誌の購読料については、 実態

的に会派の調査研究活動に使用されているか否かが判断基準となりま

す。完全に個人用のものは、対象となりません。

［証拠書類］ 当該経費の領収書
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費 目 内 容

人件費 調査研究活動の補助業務のために雇用した職員の人件費には、調査

研究活動の補助業務に従事している実態により政務調査費を充当するこ

とができます。

政務調査費の対象とする場合は、雇用実態が客観的に確認できる証拠

書類（雇用契約書、協定書（覚書）、勤務実績、毎月の支払い等）を適切

に整理しておくことが必要です。

なお、親族を雇用する場合においても同様の手続きが必要です。

また、会派又は議員が調査研究を行うに当たり、事務所職員を調査研

究活動の補助業務に従事させている場合等で、調査研究活動の補助業

務とそれ以外の業務を兼ねて従事している職員の人件費に政務調査費を

充当する場合にあっては、勤務実績表等に基づく勤務時間に基づいて充

当するか、調査研究事務に従事した割合（平均時間、日数等）等で按分し

て充当する必要があります。

［証拠書類］ 給与支払明細書又は受領書

(1) 人件費の按分方法

勤務実績に基づき按分する際の基準例は以下のとおりです。

ア 勤務実績（勤務日誌）に基づく按分方法

政務調査（調査研究業務）に関する「勤務実績表（勤務日誌）」等

を作成し、それに基づき政務調査費を充当します。

イ 業務実績（推計）に基づく按分方法

業務実績の割合（推計）により按分率を算出し、それに基づき政務

調査費を充当します。

調査研究活動（Ａ%）

調査研究活動（Ａ%）＋議員(後援会等)活動（Ｂ%）＋政党・政治団体活動（Ｃ%）＋その他活動(D%)

(2) 人件費への充当限度額

政務調査費の充当限度額（按分率の打切り上限）の基準は以下のと

おりです。

・ 専ら調査研究業務に従事する者 全額

・ 勤務実績表等により調査研究業務に従事した実績が明確な者

実績額

・ 上記以外の者 １／２

(3) 人件費単価

政務調査活動の補助事務に雇用する職員については、各会派又は

議員が業務内容、勤務条件等に見合った賃金となるよう設定する必要

があります。
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Ⅴ 政務調査費の会計等

１ 調査研究に要した経費の支出方法

(1) 会派及び議員に交付した政務調査費の支出

会派の行う調査研究に要する経費については会派が、議員の行う調査研究に要する経

費については議員が直接支払うことが原則です。

(2) 会派に交付した政務調査費の議員又はグループからの支出

議員又はグループが支出する場合は次のいずれかの方法によります。

① 前払いによる場合

会派の調査研究を所属の議員又はグループが分担して行い、当該議員又はグルー

プが行う調査研究に要する経費に充てるため、会派が予め政務調査費を前払いしま

す。調査研究に要した経費の額の確定後、会派に報告し、精算します。

② 精算による場合

議員又はグループが会派に調査研究に要した経費を報告し、会派から所要額の支

払いを受けます。

２ 会計帳簿の調製と証拠書類の保存

(1) 会派の政務調査費経理責任者及び議員が行う事務

会派の政務調査費経理責任者及び議員は、政務調査費による支出について、会計帳

簿を調製し、その内訳を明確にするとともに証拠書類等を整理保管し、これらの書類を５

年間保存しなければなりません。（規程第９条）

【保存期間の例：２０年度交付分】

（５年の起算日） (1年目) (2年目) (3年目) (4年目) (5年目)

21.5.1 22.4.30 23.4.30 24.4.30 25.4.30 26.4.30

提出期限(21.4.30)

【証拠書類等の整備】

・ 領収書等

支出を証明する書類として、領収書、受領書、振込受領書その他これに類する書

類を徴します。

・ 支出証明書

領収書等を徴することが困難な場合にあっては、「支出証明書」を整備します。
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(2) 議員又はグループが行う事務

会派が計画した調査研究活動の一部を分担した議員又はグループは、調査等に要し

た経費に係る会計帳簿を調製するとともに証拠書類の整理を行い、会派が指示する日ま

でに、経理責任者に会計帳簿と証拠書類（調査研究活動記録票、視察報告書などを含

む。）を提出する必要があります。

① 提出する証拠書類は、領収書、振込受領書、研修会等の資料、調査研究活動記録

票、視察報告書、支出証明書等です。

② 領収書は、原則、全ての支出について徴する必要があります。

ただし、鉄道賃、バス賃等領収書を徴することができない場合には、支出証明書を提

出します。

３ 調査研究活動の報告等

(1) 会派交付分

議員又はグループは、分担して実施した調査研究活動について、調査研究活動記録

票、視察報告書などを作成し会派に提出します。

会派は、全体の調査研究活動について、調査研究活動記録票、視察報告書などを取り

まとめ、整理保管しておきます。

(2) 議員交付分

議員は、実施した調査研究活動について、調査研究活動記録票、視察報告書などを取

りまとめ、整理保管しておきます。

４ 会計帳簿類の整備

会計帳簿類の種類や様式について規定はありませんが、整備することが望ましい会計帳

簿類は下記のとおりです。

・ 政務調査費出納簿

・ 政務調査費出納補助簿

・ 調査研究活動記録票

５ 収支報告書等の提出

(1) 会派の代表者及び議員は、会計帳簿等を基に収支報告書を作成し、年度終了日の翌

日から起算して３０日以内に議長に提出しなければなりません。（条例第１０条第１項）

(2) 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、その月までの収支報告書を消滅した日の

翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければなりません。（条例第１０条第２項）

(3) 議員が辞職等により議員でなくなった場合には、その月までの収支報告書を議員でなく

なった日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければなりません。（条例第１０

条第３項）

(4) 収支報告書には、政務調査費の支出に係る全ての領収書その他の証拠書類の写しを

添えて提出しなければなりません。（条例第１０条第４項）
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【収支報告書への添付書類】

・ 領収書、受領書、振込受領書その他これに類する書類

・ 支出証明書（領収書等が取得できない場合）

【収支報告書作成における留意事項】

① 「１ 収入」の欄には、交付を受けた政務調査費の総額を記載してください。

② 「２ 支出」の欄には、使途項目ごとの支出額及び主たる支出の内訳を記載して

ください。各使途項目欄に記載された支出額は、使途項目ごとに分けて添付された

領収書等の写しに記載されている額面（按分による支出に係る領収書等の場合は、

政務調査費から支出した額として記載された額）の合計と必ず一致しなければなりま

せん。

また、各項目の支出額の計が支出の合計欄と一致するようにしてください。

③ 「３ 残余」の欄には、収入から支出を差し引いた額を記載してください。残余が

ない場合は、「０円」と記載してください。

④ 領収書等の写しの貼付様式及び支出証明書の様式は、所定の様式（規程別記様

式第７・８号）を用いてください。

また、それらを収支報告書に添付する際は、必ず使途項目ごとに分けて添付して

ください。

６ 議長の調査

議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書が提出されたときは、必要

に応じて会派や議員が整理保管している証拠書類等の調査を行います。（条例第１１条）

・ 収支報告書と会計帳簿、証拠書類との照合

・ 政務調査費の支出内容と使途基準との照合 等

７ 政務調査費の残余の返還

交付を受けた政務調査費の総額から、使途基準に従って行った政務調査費の支出の総

額を控除して残余がある場合には、その額を返還しなければなりません。（条例第１２条）

この場合、知事から返納通知書が送付されますので、これに従い返納してください。

なお、下記の支出についても残余と見なされるため、留意してください。

・ 収支報告書に添付された領収書等の写しの内容から、使途基準に従っていないと

判断される支出

・ 収支報告書に領収書等の写しが添付されていないため、使途基準に従っているか

どうかの判断ができない支出
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８ 収支報告書等の閲覧（情報公開）

(1) 閲覧制度

議長に提出された収支報告書及び領収書等の写しは、提出期限の翌日から起算して

６０日を経過する日の翌日から、誰でも閲覧することができます。（条例第１３条第２項、規

程第１０条）

宮崎県議会情報公開条例に基づく公文書開示請求の手続を経ることなく、閲覧できる

ようにすることによって、政務調査費の使途の透明性が図られるよう、情報公開条例とは別

に政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき閲覧できることとされています。

(2) 不開示情報の取扱い

議長に提出された収支報告書及び領収書等の写しに、宮崎県議会情報公開条例第７

条に規定する「不開示情報」が記載されている場合には、情報公開条例の取扱いと同様

に、この情報部分を除き（黒塗り等のマスキング）、閲覧に供されます。（条例第１３条第３

項）

【不開示情報の例】

・ 領収書に記載された従業員の氏名及び印影

・ 支払先の振込口座情報

・ 雇用する職員の住所・氏名・電話番号及び給与振込口座情報

・ 議員の口座情報、非公開の住所・電話番号
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地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）

（関係部分抜粋）

（調査権・刊行物の送付・図書室の設置等）

第１００条

13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資する

ため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付

することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法

は、条例で定めなければならない。

14 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政

務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
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宮崎県政務調査費の交付に関する条例

平成１３年３月２９日 条例第２９号

改正 平成１４年４月２３日 条例第３０号

改正 平成１９年１２月２６日 条例第６８号

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１３項及び第１４項の規定

に基づき、宮崎県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における

会派及び議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

（政務調査費の交付対象）

第２条 政務調査費は、宮崎県議会の会派（所属議員が一人の場合を含む。）及び議員の職に

ある者に対し交付する。

（会派に係る政務調査費）

第３条 会派に係る政務調査費は、月額１０万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を

会派に対し交付する。

２ 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。

３ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派から

の脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する

月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他

の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

４ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

（議員に係る政務調査費）

第４条 議員に係る政務調査費は、月額２０万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があ

った場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これ

らの事由が生じなかったものとみなす。

（会派の届出）

第５条 議員が会派を結成し、会派に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、代表者及

び政務調査費経理責任者を定め、その代表者は別に定めるところにより会派結成届を議長に

提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、別に定めるところにより会

派異動届を提出しなければならない。

２ 会派を解散したときは、その代表者は別に定めるところにより会派解散届を議長に提出しなけ

ればならない。

（会派等の通知）

第６条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議

員について、毎年度４月１０日までに、別に定めるところにより知事に通知しなければならない。



- 29 -

２ 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたと

き、又は議員の異動が生じたときは、別に定めるところにより速やかに知事に通知しなければな

らない。

（政務調査費の交付決定）

第７条 知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務調査費の交付の決

定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

（政務調査費の請求及び交付）

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の

１０日（その日が宮崎県の休日を定める条例（平成元年宮崎県条例第２２号）第２条第１項に規

定する県の休日に当たるときはその翌日）までに、別に定めるところにより当該四半期に属する

月数分の政務調査費を請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が

満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

２ 知事は、前項の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。

３ 一四半期の途中において、あらたに会派が結成されたとき又は議員となった者があったとき

は、会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月（その日が月の初日の

場合は当月）分以降の政務調査費を当該会派又は議員に対し交付する。

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付

した政務調査費については、その異動が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日の場

合は当月）分から調整する。

５ 一四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日

の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は当月）分以降の政務調査費を速やかに返還

しなければならない。

６ 一四半期の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなく

なったときは、当該議員であった者（死亡による場合にあっては、その相続人）は、議員でなく

なった日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は当月）分以降の政務調査費を速やか

に返還しなければならない。

（政務調査費の使途）

第９条 会派及び議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。

（収支報告書等）

第１０条 会派の代表者及び議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報

告書」という。）を、会派にあっては別記様式第１号により、議員にあっては別記様式第２号によ

り年度終了日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

２ 会派の代表者は、年度の途中において、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記様式第１号により消滅した日

の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

３ 議員が、年度の途中において、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散に

より議員でなくなった場合には、第１項の規定にかかわらず、当該議員であった者（死亡による

場合にあっては、その相続人）は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記

様式第２号により議員でなくなった日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければ

ならない。
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４ 前３項の収支報告書には、政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し

（以下「証拠書類」という。）を添付しなければならない。

（議長の調査）

第１１条 議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出

されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

（政務調査費の返還）

第１２条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当

該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出（第９条に規定する使途基

準に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する

額の政務調査費の返還を命ずるものとする。

（収支報告書等の保存及び閲覧）

第１３条 第１０条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類（以下「収支報告書等」とい

う。）は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過

する日まで保存しなければならない。

２ 何人も、議長に対し収支報告書等の閲覧を請求することができる。

３ 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、

宮崎県議会情報公開条例（平成１４年宮崎県条例第２７号）第７条の不開示情報を除き、閲覧

に供するものとする。

（委任）

第１４条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長の定める

ところによる。

附 則

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年４月２３日条例第３０号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１９年１２月２６日条例第６８号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮崎県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付し

た政務調査費については、なお従前の例による。
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別記

様式第１号（第１０条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

会 派 名

代表者名 印

年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）の規定に基づき、

別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書を提出します。
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年度政務調査費収支報告書

会派名

１ 収 入

政務調査費 円

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余

円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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様式第２号（第１０条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

議員氏名 

年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項（第３項）の規定に基づき、

別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書を提出します。
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年度政務調査費収支報告書

議員氏名

１ 収 入

政務調査費 円

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余

円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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宮崎県政務調査費の交付に関する規程

平成１３年３月２９日 議会告示第２号

改正平成２０年３月２７日 議会告示第１号

（趣旨）

第１条 この規程は、宮崎県政務調査費の交付に関する条例（平成１３年宮崎県条例第２９号。

以下「条例」という。）に基づく政務調査費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

（会派結成届等）

第２条 条例第５条に定める会派結成届等の様式は、別記様式第１号、第２号及び第３号による

ものとする。

（会派等の通知）

第３条 条例第６条に定める様式は、別記様式第４号によるものとする。

（交付決定の写しの送付）

第４条 知事は、条例第７条の規定により政務調査費の交付を決定し、会派の代表者及び議員

に通知したときには、その写しを議長に送付するものとする。

（政務調査費の請求）

第５条 条例第８条第１項に定める様式は、別記様式第５号及び第６号によるものとする。

（政務調査費の使途基準）

第６条 条例第９条の使途基準は、会派に係る政務調査費については別表第１、議員に係る政

務調査費については別表第２のとおりとする。

（収支報告書への証拠書類の添付）

第７条 条例第１０条第４項の規定による証拠書類の添付は、別記様式第７号により行うものとす

る。

２ 条例第１０条第４項の証拠書類を取得することが困難な場合には、別記様式第８号の支出証

明書をもって、これに代えることができるものとする。

（収支報告書等の写しの送付）

第８条 議長は、条例第１０条の規定により提出された収支報告書等の写しを、別記様式第９号

により知事に送付するものとする。

（証拠書類等の整理保管）

第９条 会派の政務調査費経理責任者及び議員は、政務調査費の支出について、会計帳簿を

調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調

査費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなけれ

ばならない。
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（収支報告書等の閲覧）

第１０条 条例第１３条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出

すべき期間の末日の翌日から起算して６０日を経過した日の翌日からすることができる。

２ 条例第１３条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、

職員の勤務時間中にしなければならない。

３ 前各号に定めるもののほか、条例第１３条第２項及び第３項の規定による収支報告書等の閲

覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の宮崎県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この告示の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付し

た政務調査費については、なお従前の例による。
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別表第１（第６条関係）

項 目 内 容

調査研究費 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査

委託に要する経費

（調査委託費、交通費、宿泊費等）

研 修 費 会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開

催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参

加に要する経費

（会場費・機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等）

会 議 費 会派における各種会議に要する経費

（会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等）

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

（印刷・製本代、原稿料等）

資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経

費

（書籍購入代、新聞雑誌購読料等）

広 報 費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する

経費

（広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等）

事 務 費 会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費

（事務用品・備品購入費、通信費等）

人 件 費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

（給料、手当、社会保険料、賃金等）

※ （ ）内は例示
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別表第２（第６条関係）

項 目 内 容

調査研究費 議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査

委託に要する経費

（調査委託費、交通費、宿泊費等）

研 修 費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する

秘書等の参加に要する経費

（会費、交通費、宿泊費等）

会 議 費 議員が行う地域住民の県政に関する要望、意見を聴取するための各

種会議に要する経費

（会場費・機材借り上げ費、資料印刷費等）

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

（印刷・製本代、原稿料等）

資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経

費

（書籍購入代、新聞雑誌購読料等）

広 報 費 議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する

経費

（広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等）

事 務 所 費 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要

する経費

（事務所の賃借料、管理運営費等）

事 務 費 議員が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費

（事務用品・備品購入費、通信費等）

人 件 費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

（給料、手当、社会保険料、賃金等）

※ （ ）内は例示
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別記

様式第１号（第２条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

会 派 名

代表者名 印

会 派 結 成 届

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のとおり届け

出ます。

記

１ 会派の名称

２ 代表者の氏名

３ 政務調査費経理責任者の氏名

４ 所属議員数

５ 所属議員氏名 別紙名簿のとおり
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様式第２号（第２条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

会 派 名

代表者名 印

会 派 異 動 届

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のとおり届け

出ます。

記

１ 異動年月日

２ 異 動 内 容

区 分 新 旧

会 派 の 名 称

代 表 者 の 氏 名

政 務 調 査 費

経 理 責 任 者 の

氏 名

所 属 議 員 数

異 動 の あ っ た （新たに所属した議員氏 （所属議員でなくなった議

所 属 議 員 氏 名 名） 員氏名）
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様式第３号（第２条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

会 派 名

代表者名 印

会 派 解 散 届

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第５条第２項の規定により、下記のとおり届け

出ます。

記

１ 解散した会派の名称

２ 解散した年月日
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様式第４号（第３条関係）

年 月 日

宮崎県知事

殿

宮崎県議会議長

氏名 印

政務調査費の交付を受けようとする会派及び議員について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第６条の規定により、政務調査費の交付を受

けようとする会派及び議員について下記のとおり通知します。

記

１ 会派について

別紙会派結成（異動、解散）届のとおり

２ 議員について

別紙議員名簿のとおり
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様式第５号（第５条関係）

年 月 日

宮崎県知事

殿

会 派 名

代表者名 印

年度政務調査費請求書

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第８条第１項の規定により、下記のとおり政務

調査費を請求いたします。

記

１ 金 円

ただし、 年 月分～ 年 月分（所属議員数 名）

２ 所属議員氏名 別添名簿のとおり
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様式第６号（第５条関係）

年 月 日

宮崎県知事

殿

議員氏名 

年度政務調査費請求書

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第８条第１項の規定により、下記のとおり政務

務調査費を請求いたします。

記

金 円

ただし、 年 月分～ 年 月分
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様式第７号（第７条関係）

領収書等貼付用紙

使途項目 提出者

整理番号

領収書・その他証拠書類 貼付欄 （支出年月日） 年 月 日

使 途 ・ 事 業 名 等

按分による支出の場合

按分率（ ／ ）

按分による政務調査費の支出額（ 円）

経費の一部に充当した場合

政務調査費の支出額（ 円）
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様式第８号（第７条関係）

支 出 証 明 書

（使途項目）

支出年月日 支出額（円） 支出目的 支 払 先 証拠書類を徴し 備 考

がたい理由

上記のとおり相違ないことを証明します。

提出者 
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様式第９号（第８条関係）

年 月 日

宮崎県知事

殿

宮崎県議会議長

氏名 印

政務調査費収支報告書等（写）の送付について

宮崎県政務調査費の交付に関する規程第８条の規定により、 年度政務調査費

収支報告書等の写しを別添のとおり送付します。
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宮崎県政務調査費の交付に関する規程第１０条第２項及び第３項の規定

に基づく収支報告書等の閲覧に関する要綱

（閲覧場所）

第１条 宮崎県政務調査費の交付に関する規程（平成１３年３月２９日宮崎県議会告示第２号。

以下「規程」という。）第１０条第２項に規定する宮崎県議会事務局長（以下「局長」という。）が指

定する場所は、宮崎県議会事務局総務課（以下「閲覧コーナー」という。）とする。

（閲覧時間）

第２条 規程第１０条第２項に規定する閲覧の時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時までとする。

（閲覧を行わない日）

第３条 収支報告書等の閲覧は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日並びに年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの日をいう。）

には行うことができない。

２ 局長は特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の規定する日以外の

日に閲覧を行わせないことができる。

（閲覧手続）

第４条 収支報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧請求簿（別記様式）に閲覧年月日、氏名、

住所その他必要事項を記入しなければならない。

（閲覧方法）

第５条 収支報告書等の閲覧は、閲覧コーナーの係員の指示に従い、書架から取り出して行うこ

とができる。

２ 前項の規定により閲覧した収支報告書等は取り出した書架の元の場所に戻さなければならな

い。

（複写の禁止）

第６条 閲覧者は、収支報告書等を複写することができない。

（閲覧者の遵守事項）

第７条 閲覧者は、次の掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機、危険物、その他迷惑となるおそれがある物を持ち込

まないこと。

(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食、喫煙、その他迷惑となるおそれのある行為をしない

こと。

(3) 収支報告書等は、閲覧コーナー以外に持ち出さないこと。
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(4) 収支報告書等は丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

（閲覧の中止又は禁止）

第８条 局長は、閲覧者が規程又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、

又は禁止することができる。

附 則

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の規定は、施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、施行の日前に

交付した政務調査費については、なお従前の例による。
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別記様式

政務調査費収支報告書等閲覧請求簿

閲 覧 年 月 日

閲 覧 者 氏 名

閲 覧 者 住 所

年 度 （ ）

会派名

閲 覧 を 請 求 す る

収 支 報 告 書 等

議員名

（注） 会派名の欄は、特定の会派の場合は会派名を、全会派の場合は「全会派」と記入

のこと。

また、議員名の欄は、特定の議員の場合は議員名を、全議員の場合は「全議員」と

記入のこと。
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宮崎県議会情報公開条例（抜粋）

平成１４年宮崎県条例第２７号

（公文書の開示義務）

第７条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の定めるところにより、明らかに公にすることが

できないと認められる情報

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められ

る情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する

特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有

する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行

政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び宮

崎県情報公開条例（平成１１年宮崎県条例第３６号）第２条第１項に規定する公社（以下こ

の章において「公社」という。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報（エにおいて「公務員等職務遂行情報」という。）であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

（公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除

く。）

エ 当該個人が議会が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務事業に係る相

手方である場合において、当該情報が県の支出に係る情報であるときは、当該情報（公務

員等職務遂行情報を除く。）のうち、当該個人の職及び氏名並びに当該支出の内容に係

る部分（公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。）

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

（次号において「法人等情報」という。）であって、公にすることにより、当該法人等又は当該

個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。
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ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命

又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

イ 法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれが

ある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報

ウ 当該法人等又は当該個人が県との契約の相手方である場合において、当該情報が県

の支出に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人等又は当該個人の名称又は

氏名、事務所等の所在地又は住所及び当該支出の内容並びに法人等にあっては、その

代表者の氏名に係る部分

(4) 議会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された法人等情報であって、法人

等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付する

ことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、前

号ア又はイに掲げる情報を除く。

(5) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 議会、議会以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法

人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公に

することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれると認めら

れるもの、不当に県民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(7) 議会、議会以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法

人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるも

のに該当するもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実

の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難に

すると認められるもの

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、議会、議会以外の県の機関、国、独立行政法

人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者とし

ての地位を不当に害すると認められるもの

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められ

るもの

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められる

もの

オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行

政法人若しくは公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認めら

れるもの

カ その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

と認められるもの

(8) 議会の会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、これらの活動に

支障を及ぼすおそれがあるもの



《収支報告書及び添付書類様式集》

１ 収支報告書（条例別記様式第１号・第２号）

２ 領収書等貼付用紙（規程別記様式第７号）

３ 支出証明書（規程別記様式第８号）
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別記様式第１号（第１０条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

会 派 名

代表者名 印

年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項（第２項）の規定に基

づき、別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書を提出します。



- 54 -

＜記載例＞

別記様式第１号（第１０条関係）

平成２１年４月２０日

宮崎県議会議長

○○ ○○ 殿

会 派 名 ○○宮崎県議団

代表者名 会長 宮崎 一郎 印

平成２０年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項の規定に基づき、別紙

のとおり平成２０年度政務調査費収支報告書を提出します。

年度途中における会派の解散、消滅の場合には、

第２項となります。
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年度政務調査費収支報告書

会派名

１ 収 入

政務調査費 円

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余

円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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＜記載例＞

平成２０年度政務調査費収支報告書

会派名 ○○宮崎県議団

１ 収 入 当該年度に会派が受けた

政務調査費 ３，６００，０００円 政務調査費の総額を記入

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費 １，３０２，１００ 調査研究旅費等

研 修 費 ６０，０００ 会派研修会開催経費等

会 議 費 ２７９，８００ 会派会議経費等

資 料 作 成 費 ７０，０００ 資料コピー代等

資 料 購 入 費 １０８，５４９ 書籍購入代、新聞購読料等

広 報 費 ３４０，０００ 広報紙印刷代等

事 務 費 １２１，３５８ 事務用品購入代、電話料等

人 件 費 １，２００，０００ 調査研究補助職員給料等

合 計 ３，４８１，８０７

３ 残 余 支出の合計額は、収入額を超えない範囲で記入

１１８，１９３円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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別記様式第２号（第１０条関係）

年 月 日

宮崎県議会議長

殿

議員氏名 

年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項（第３項）の規定に基

づき、別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書を提出します。
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＜記載例＞

別記様式第２号（第１０条関係）

平成２１年４月２０日

宮崎県議会議長

○○ ○○ 殿

議員氏名 宮崎 一郎 

平成２０年度政務調査費に係る収支報告について

宮崎県政務調査費の交付に関する条例第１０条第１項の規定に基づき、別紙

のとおり平成２０年度政務調査費収支報告書を提出します。

年度途中における議員の辞職等の場合には、第

３項となります。
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年度政務調査費収支報告書

議員氏名

１ 収 入

政務調査費 円

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残 余

円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。
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＜記載例＞

平成２０年度政務調査費収支報告書

議員氏名 宮崎 一郎

１ 収 入 当該年度に議員が受けた

政務調査費 ２，４００，０００円 政務調査費の総額を記入

２ 支 出

（単位：円）

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費 ５８２，３５０ 調査研究旅費等

研 修 費 １３５，０００ 研修会参加費・旅費等

会 議 費 ２１０，０００ 会場借上代、資料印刷代等

資 料 作 成 費 １８，５００ 資料コピー代等

資 料 購 入 費 ４７，５００ 書籍購入代、新聞購読料等

広 報 費 １５７，６５０ 広報紙印刷代、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等

事 務 所 費 ５３８，４００ 事務所賃借料、電気代等

事 務 費 １４９，６５０ 事務用品購入代、電話料等

人 件 費 ４８０，０００ 調査研究補助職員給料等

合 計 ２，３１９，０５０

３ 残 余 支出の合計額は、収入額を超えない範囲で記入

８０，９５０円

注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。



会派・鶴男イ国人用  規程様式第7号   

領収書等貼付用紙  

－61－   



規程様式第7号  

領収書等貼付用紙（記 載例1）  

※1政務調査以外の用務（例：私用、政党用務等）と按分を要する場合に、按分率及び按分による政務調査費の   
支出額を記入して下さい。  

※2 政務調査費の予算の都合等から、経費の一部を政務調査費により充当した場合には、充当した政務調査費   
の支出額を記入して下さい。  

※3 領収書等を1枚ずつ、本様式に貼付し、整理番号（通し番号）及び使途項目を記載の上、提出して下さい。  
※4 振込により支払った場合は、金融機関等の振込受領書を添付して下さい。  

－62－   



規程様式第7号  

領収書等貼付用紙（記 載 例 2）  

使途項目  提出者：宮 崎 一 郎  

整理番号  

領収書－その他証拠書類 貼付欄  （支出年月日）平成19年4月25日  

給与支払明細書   

平成19年4月分  

手当 捷隠 
掛番  拾・打   ま軽頴計   

牟手当′  牟手当＼  1手当計  
書∴引′  

∴重顧軒 

bOdpノ  二 ××   X  XX∴  1吋岬由∵  ∴ ×X X× X× ×X 軒 

使 途・事 業 名 等  

調査研究補助職員給与（平成19年4月分）  

按分による支出の場合 ※1  

按分率（ 1／2「）  
按分による政務調査費の支出額（50，000  支給額100．000円×按分率1／2＝50．000円  

経費の一部に充当した支出の場合 ※2  

政務調査費の支出籠（  円）  

※1政務調査以外の用務（例：私用、政党用務等）と按分を要する場合に、按分率及び按分による政務調査費の   
支出額を記入して下さい。  

※2 政務調査費の予算の都合等から、経費の一部を政務調査費により充当した場合には、充当した政務調査費   
の支出額を記入して下さい。  

※3 領収書等を1枚ずつ、本様式に貼付し、整理番号（通し番号）及び使途項目を記載の上、提出して下さい。  
※4 振込により支払った場合は、金融機関等の振込受領書を添付して下さい。  

ー63－   



規程様式第7号  

領収書等貼付用紙（記 載 例 3）  

※1政務調査以外の用務（例：私用、政党用務等）と按分を要する場合に、按分率及び按分による政務調査費の   
支出額を記入して下さい。  

※2 政務調査費の予算の都合等から、経費の一部を政務調査費により充当した場合には、充当した政務調査費   
の支出額を記入して下さい。  

※3 領収書等を1枚ずつ、本様式に貼付し、整理番号（通し番号）及び使途項目を記載の上、提出して下さい。  
※4 振込により支払った場合は、金融機関等の振込受領書を添付して下さい。  

ー64－   



規程様式羊8号   

支出証明書   

目）  

支出年月日  由嶺   支出目的   
証拠書類を徹しがた  

支串先  
い理由   

備考  

上記のとおり相違ないことを証明します。  

提出者   
（亘   

－65－   



規程様式第8号  

支出証明書   

：境目）吉日香研究者   

支出年月日   支出額   支出目的   
証拠書類を徹しがた  

支担先  い理由   備考  

19．4．10   
00のため、切符を  

5，000  00調査（00市0 ○町）交通費  JR九州  自動販売機で購入  

19．4．1■1   
00現地調査（00  自家用車使用のた   50kmX37円  

1．850   市00町）交通黄  め  

上記のとおり相違ないことを証明します。  

提出者0000  
（彗   

※1この証明書は、領収書その他の書面が蝕しがたい場合に使用するものとする。   

※2按分による支出がある場合は、「備考」構に按分の割合及び当該経琶の総額を記載すること。   

※3 按分による支出以外で経費の一部に政務調査費を充当した場合は、r備考」欄に当該経習の総額を記載すること。   

※4提出者は、以下のとおりとする。   
・会派による支出：会派の経理責任者   
・グループによる支出：グループめ代表者   

・議員個人による支出：諸点  

－66－   



《参 考 様 式 集》

１ 政務調査費出納簿（会派用）

２ 政務調査費出納簿（議員個人用）

３ 政務調査費出納補助簿（会派・議員個人用）

４ 政務調査費（調査研究委託費）出納簿（議員・グループ用）

５ 調査研究活動記録票

６ 雇用契約書

７ 政務調査業務 勤務実績表・領収書



牢
．
栗
 
∵
祁
 
 
 

撫
養
召
榔
樹
霜
糖
饉
 
 



零
覇
山
”
琶
東
商
 
 
 

撫
憲
∃
嘲
樹
霜
能
酋
 
 

68  



胃
Y
璽
曙
酵
 
 
 

撫
憲
玉
琳
榊
吊
播
磨
 
 



零
哺
ポ
琶
Y
寧
将
輝
 
 
 

撫
黄
玉
蹴
倒
霜
能
宙
 
 



〔
嘲
罵
缶
樹
霜
〕
 
 

撫
壱
賛
意
玉
桝
樹
霜
糖
饉
 
 
 

〔
朝
 
地
半
 
詰
〕
 
 

撫
壱
賛
意
玉
桝
樹
霜
糖
饉
 
 

7
1
 
 



零
噂
ポ
垂
Y
空
将
ぽ
・
東
亜
 
 
 

〔
舶
 
堂
 
露
〕
 
 

既
毒
性
仲
某
日
蹴
倒
∴
語
糖
酋
 
 



議員・グループ用  ※ 会派から調査研究を委託された場合   

政務調査費（調査研究委託費）出納簿  

月1］   収 入   支 出   残額   個展   

月．日  

月 日  

丹日  

月 日  

月日  

月 日  

月 日  

月  

月 日  

月 日  

月 日  

月 日  

4月計  

月 白  

月 日  

月 日  

合 計  
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議員・グループ用記載  ※ 会派から調査研究を委託された場合   

政務調査費（調査研究委託費）出納簿  

月 日   収 入   支 出   残 額   摘 要   

4月10日   450，000  第1四半期分政務調査費   

4月12日  27，000   423，OqO  月例00′経済セミナー出席   

4月14日  57，400 365，600  00連合町内会との意見交換   

4月15日  25，000   340，600－  00研究所視察   

4月20日  2，800   337，800  事務用晶購入費   

4月23日  67，000   270，800  視察報告書印刷製本費   

4月28日  4，300   266，500  県立00センター視察   

4月29日  780   265，720  密送料   

4月計   450，000   184，280   265，720  

5月1日  37，000   228，720  00県00センター視察   

5月7日  2，400   226，320  事務用晶購入代   

■  

合 計  
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調査研究活動記録票  

会派又はグループ名  

月 日  

場 所  

相手方  
（主催者）  

参加した議員  
等の氏名  

目的一内容・  
結果等  

使途項目   行  き  先   利用交通機関   積  算   金  額  

（該当項目に○）  円  

調査研究費  円  

研修費  円  

会議費  円  

◆会議や研修等の開催通知・スケジュールのほか、視察報告書等も整理し保管すること。  
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調査研究活動記録票（記載例）  
会派又はグループ名000党県議団  

月  日  平成○年 ○ 月 ○ 甲（）～平成○ 年 ○月0 日（）  

場 所  00市 00ホテル   

相手方  
（主催者）   

参加した議員   0000  △△△△  □□□□   
等の氏名  

「00制度に関する政策研究セミナー」に参加し、宮崎県においても導入が検討されている00制度についての  
目的■内容・  

錯果等  

使途項目   行  き  先   利用交通機関   積  算  金  額  

（該当項目に○）  00空港   航空機   31．400円（往復運賃）×3名  94，200円  

≡．査研究  00駅   地下鉄   復運賃）×3名  1，500円  

研修費  円  

会‘議費  円  

備 考   ！※この様式は、会派全員又は複数の所属議員が参加 ：あるいは会派又はグループが主催した会議等の記録    した調査や研修会等、： に革した様式です。．  
◆会議や研修等の開催通知・スケジュールのほか、視察報告書等も整理し保管すること。  
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雇 用 契 約 書  

氏  名   印’  生年月日   年   月   日   

現 住 所  

電話番 緊急時の  

連絡先  

下記条件にて契約を致します。  

雇用期間   年   月  日から  年  月  日   

就業場所  

職務内容  

就業時間  

休  日  

給与（賃金）  月給  円（時給 円）   

給与支払   日締切  日支払   

銀行  支店  

給与振込先  
普通預金  口座番号   

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。   

※契約書は2通作成し、双方が各1通を保管する。  

雇 用 者  氏  名  

被雇用者  氏  名  
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雇 用 契 約 書（記 載 例）  

氏  名   0 0 0 0 印  生年月日  00 0年 ○月 ○ 日   

○く）○－000－0000   

下記条件にて契約を致します。  

雇用期間  00 0年 b月・P日から   00 ′○年 ○月 ○日   

就業場所   000  
議会棟会派控室名、議員事務所名等を記載する。   

職務内容  （例）政務調査に係る調査補助及び、関係書類の作成   

ー  ヨ■迄 ＝＝＝  午前○時○分 から 午後○時○分まで   

休  日  土・日・祝日・年末年始・夏期休暇   

給与（賃金）  月給 000，000円（時給  円）   

給与支′払   00  日締切  00日支払   

000  銀行  000  支店  

給与振込先  
普通預金  口座番号  00000 

上記契約期間満丁をもって本契約を解消する。   

※契約書は2遺作成し、双方が各1通を保管する。 

00 0 年  ○ 月  ○ 日  

雇 用 者  氏  名   000宮崎県議団  

会長 0 0 0 0  印  

被・雇用者  氏  名   ○、0 0 0   
＼  
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政務調査業務 勤務実績表・領収書  

日  曜日  勤  務  

時間数   業務時間数   
政務調査業務内容   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

12  

13  

14  

15  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

計  （A）   （B）  

上記のとおり勤務したことを証明します。  氏名  

左記金額領収致しました  

金  円（C）  年 月 日  

氏名  命 
【政務調査妻充当計算】   

①（B）［   時間  分］ × 単価［  円］〒  円   

由 総支給額（C）［  円］ × （B）／（A） ＝  円   
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月を記載する。政務調査業務 勤務実績表・領収書（記 載 例）   

務   うち政務査  
」眉  

自   

曜日  勤 時間   
政務調査薬務内容   

日  
Y   

2  月   8  4   要望事項に関する調査等   

3  火   5  

4  水   8  5  政策要望懇談会の開催準備   

5  木   8  8   政策要望懇談会の開催準備   

8  金   6 6   政策要望懇談会の開催準備   

7  土  

8  日  

9  月   8  4   現地視察資料収集   

10  火   8  4   現地視察資料収集   

皿  水  

12  木  

13  金   8  3   現地視察とりまとめ   

14  土  

15   日  

18  月  

17  火   8  

18  水   8  

19  禾   8  

20  ．金 8  4   00問題に関する資料収集   

21   土  

22  日  

23  月   8  4   00問題に関する資料収集   

24  火   5  3   00問題に関する資料収集   

25  水   8  5   00問題に関する資料作成   

2t；  未  

之7  金   8  

28  土  

29   日  

30  月   8  

31   火   5  

計  （A）125  くB）50   会派紘理書件者カ、スいは急白が暴虎†′で押E口ナス   

上記のとおり勤務したことを証明します。  氏名  000○  ⑳   

左記金額領 

金  
する∩  

円（C）  

氏名  ○管管ミ暫し押印する。 
【政務調査費充当計算】①又は②の算式を用いて、政務調査費充当分を算出する。   

× ＝ 嗜算数転（芸間［1£三。。。㌍［（凱′措，讐 。乳。。。 
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